
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
四
十
七
号 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
広
島
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
、
整
備
及
び
管
理
条
例

「
第
二
章 

設
置
（
第
三
条
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
章
の
二 

公
営
住
宅
等
の
整
備
（
第
三
条
の
二
―

 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
条
の
十
七
）
」

第
一
条
第
一
項
中
「
設
置
」
の
下
に
「
、
整
備
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
管
理
」
を
「
整
備
及
び

管
理
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七 

公
営
住
宅
等 

公
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
を
い
う
。

第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

 
 

第
二
章
の
二 

公
営
住
宅
等
の
整
備

 

（
公
営
住
宅
等
の
整
備
基
準
）

第
三
条
の
二 

法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
整
備
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
快
適
で
魅
力
あ
る
地
域
社
会
の
形
成
）

第
三
条
の
三 

公
営
住
宅
等
は
、
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
快
適
で
魅
力
あ
る
地
域
社
会
の
形
成
に
資
す

る
よ
う
に
考
慮
し
て
整
備
す
る
。

（
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
）

第
三
条
の
四 

公
営
住
宅
等
は
、
安
全
、
衛
生
、
美
観
等
を
考
慮
し
、
か
つ
、
入
居
者
（
同
居
者
を
含
む
。

第
三
条
の
六
、
第
三
条
の
十
四
及
び
第
三
条
の
十
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
駐
車
場
の
使
用
者
そ
の

他
の
共
同
施
設
の
利
用
者
が
便
利
で
快
適
に
居
住
し
、
又
は
利
用
で
き
る
よ
う
に
整
備
す
る
。

（
費
用
の
縮
減
へ
の
配
慮
）

第
三
条
の
五 

公
営
住
宅
等
は
、
建
設
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
費
用
の
縮
減
に
配
慮
し
て
建
設
す
る
。

（
位
置
の
選
定
）

に
改
め
る
。

目
次
中
「
第
二
章 

設
置
（
第
三
条
）
」
を



第
三
条
の
六 

公
営
住
宅
等
の
敷
地
（
以
下
「
敷
地
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
多
い

土
地
及
び
居
住
環
境
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
を
で
き
る
限
り
避
け
る
と
と
も
に
、

そ
の
位
置
は
、
入
居
者
の
日
常
生
活
の
利
便
を
考
慮
し
て
選
定
す
る
。

（
敷
地
の
安
全
等
）

第
三
条
の
七 

敷
地
が
地
盤
の
軟
弱
な
土
地
、
崖
崩
れ
又
は
出
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
土
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
敷
地
に
地
盤
の
改
良
、
擁
壁
の
設
置
等
安
全
上
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
。

２ 

敷
地
に
は
、
雨
水
及
び
汚
水
を
有
効
に
排
出
し
、
又
は
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
設
け
る
。

（
住
棟
等
の
基
準
）

第
三
条
の
八 

住
棟
そ
の
他
の
建
築
物
は
、
敷
地
内
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
良
好
な
居
住
環
境
を
確
保
す

る
よ
う
考
慮
し
て
配
置
す
る
。

（
住
宅
の
基
準
）

第
三
条
の
九 

住
宅
に
は
、
防
火
、
避
難
及
び
防
犯
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
。

２ 

住
宅
に
は
、
住
宅
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
。

３ 

住
宅
の
床
及
び
外
壁
の
開
口
部
に
は
、
当
該
部
分
の
遮
音
性
能
の
確
保
を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置

を
講
じ
る
。

４ 

住
宅
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号

）
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
こ
れ
と
一
体

的
に
整
備
さ
れ
る
部
分
に
は
、
当
該
部
分
の
劣
化
の
軽
減
を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
。

５ 

住
宅
の
給
水
、
排
水
及
び
ガ
ス
の
設
備
に
係
る
配
管
に
は
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
な
く
点
検
及
び
補
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
。

（
住
戸
の
基
準
）

第
三
条
の
十 

公
営
住
宅
の
一
戸
の
床
面
積
の
合
計
は
、
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、

共
用
部
分
に
共
同
し
て
利
用
す
る
た
め
適
切
な
台
所
及
び
浴
室
を
設
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２ 

公
営
住
宅
の
各
住
戸
に
は
、
台
所
、
水
洗
便
所
、
洗
面
設
備
及
び
浴
室
並
び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信

の
設
備
及
び
電
話
配
線
を
設
け
る
。
た
だ
し
、
共
用
部
分
に
共
同
し
て
利
用
す
る
た
め
適
切
な
台
所
又

は
浴
室
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
各
住
戸
部
分
に
設
け
る
場
合
と
同
等
以
上
の
居
住
環
境
が
確
保
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
住
戸
部
分
に
台
所
又
は
浴
室
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３ 

公
営
住
宅
の
各
住
戸
に
は
、
居
室
内
に
お
け
る
化
学
物
質
の
発
散
に
よ
る
衛
生
上
の
支
障
が
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

（
住
戸
内
の
各
部
）

第
三
条
の
十
一 

住
戸
内
の
各
部
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
日
常
生
活
を
支
障
な
く
営
む
こ
と
が
で



き
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
。

（
共
用
部
分
）

第
三
条
の
十
二 

公
営
住
宅
の
通
行
の
用
に
供
す
る
共
用
部
分
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
の
利

便
性
及
び
安
全
性
の
確
保
を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
。

（
附
帯
施
設
）

第
三
条
の
十
三 

敷
地
内
に
は
、
必
要
な
自
転
車
置
場
、
物
置
、
ご
み
置
場
等
の
附
帯
施
設
を
設
け
る
。

（
児
童
遊
園
）

第
三
条
の
十
四 

児
童
遊
園
の
位
置
及
び
規
模
は
、
敷
地
内
の
住
戸
数
、
敷
地
の
規
模
及
び
形
状
、
住
棟

の
配
置
等
に
応
じ
て
、
入
居
者
の
利
便
及
び
児
童
等
の
安
全
を
確
保
し
た
適
切
な
も
の
と
す
る
。

（
集
会
所
）

第
三
条
の
十
五 

集
会
所
の
位
置
及
び
規
模
は
、
敷
地
内
の
住
戸
数
、
敷
地
の
規
模
及
び
形
状
、
住
棟
及

び
児
童
遊
園
の
配
置
等
に
応
じ
て
、
入
居
者
の
利
便
を
確
保
し
た
適
切
な
も
の
と
す
る
。

（
広
場
及
び
緑
地
）

第
三
条
の
十
六 

広
場
及
び
緑
地
の
位
置
及
び
規
模
は
、
良
好
な
居
住
環
境
の
維
持
及
び
向
上
に
資
す
る

よ
う
に
考
慮
し
た
も
の
と
す
る
。

（
通
路
）

第
三
条
の
十
七 

敷
地
内
の
通
路
は
、
敷
地
の
規
模
及
び
形
状
、
住
棟
等
の
配
置
並
び
に
周
辺
の
状
況
に

応
じ
て
、
日
常
生
活
の
利
便
、
通
行
の
安
全
、
災
害
の
防
止
、
環
境
の
保
全
等
に
支
障
が
な
い
よ
う
な

規
模
及
び
構
造
で
合
理
的
に
配
置
す
る
。

２ 

通
路
に
お
け
る
階
段
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
通
行
の
安
全
に
配
慮
し
、
必
要
な
手
す
り
又
は
傾

斜
路
を
設
け
る
。

附 

則

（
施
行
期
日
）

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

２ 

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
広
島
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
十
七
の
項
中
「
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅

設
置
、
整
備
及
び
管
理
条
例
」
に
改
め
る
。


